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計画書制度の概要／①概要
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 事業活動温暖化対策計画書制度とは… ※以下「計画書制度」

 根拠：神奈川県地球温暖化対策推進条例（2010年度施行）

 概要：県内で一定規模以上の事業活動を行う事業者に対して、
温室効果ガスの自主的な削減目標・対策を記載した計画書等
の提出を義務付け、その内容を県が審査・公表する制度

１．はじめに

計画書等の提出義務のある事業者（特定大規模事業者）

 県内の工場や事務所における年間エネルギー使用量（原油換算）が1,500kL以上

(目安：電力使用量 600万kWh／年、コンビニ30～40店舗 など）

または

 県内に使用の本拠地を有する対象自動車が100台 以上（軽自動車除く）

※一定規模未満の事業者（中小規模事業者）も、計画書等の「任意提出可能」



計画書制度の概要／②県内政令市との関係
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１．はじめに

事業活動を
両市内のみで実施

事業活動を両市内とそれ以外の県の区域（県域）で実施

県域に15kL以上の工場等がある 県域に15kL未満の工場等しかない

県への書類提出不要 県へ県域の工場等に関する削減計画を提出 県への書類提出不要（特例）

横浜市・川崎市域の場合（県と同等の計画書制度）

相模原市域の場合（提出義務のない任意の計画書制度）

県へ提出義務（※相模原市へは、市内の中小規模事業者が任意提出可能）

※ 県全体で1,500kL/年以上のエネルギー使用量があるケース
自動車（100台以上）に関する計画も同様

事例１ 事例２ 事例３

神奈川県 合計 1,800 kL 神奈川県 合計 2,800 kL 神奈川県 合計 1,810 kL

横浜市へ提出

横浜市
合計 1,800kL

工場Ａ 1,800kL

県へ提出

藤沢市
合計 1,000kL

工場Ｂ 1,000kL

横浜市へ提出

横浜市
合計 1,800kL

工場Ａ 1,800kL

県へ提出不要

藤沢市
合計 10kL

工場Ｂ 10kL

横浜市へ提出

横浜市
合計 1,800kL

工場Ａ 1,800kL

県へ提出不要



計画書制度の改正の背景／①国の動向
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１．はじめに

 「2050年カーボンニュートラル」宣言（2020年度）

 「2030年度において、温室効果ガス46％削減、さらに50％の高みに
向けて挑戦を続けること」を表明し、地球温暖化対策計画を改定（2021年度）

部門別の削減目標

出典：地球温暖化対策計画 概要（2021年度改定版）（環境省ＨＰ）

※ その後、新たな地球温暖化対策計画が閣議決定（ 2025年2月18日 ）



計画書制度の改正の背景／②県の動向
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１．はじめに

 「2050年脱炭素社会の実現」を表明（2019年度）

 「2030年度までに、温室効果ガス50％削減」を表明（2022年度）

 神奈川県地球温暖化対策計画※を全面改定（2023年度）
※以下「県温対計画」

部門別の削減目標



計画書制度の改正の背景／③県内のＣＯ２排出量の動向
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産業部門
３２％

業務部門
１６％

運輸部門 １５％

（自動車、鉄道、船舶等）

エネ転部門 １７％
（発電所等）

家庭部門 １８％

廃棄物部門 ２％

出典：2021年度県内の温室効果ガス排出量推計結果（速報値）

１．はじめに

2030年度までの中期目標の達成に向け、

事業活動からの削減をさらに後押しすることが必要



計画書制度の改正のポイント
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計画書制度を見直し、県が、事業者による脱炭素化の取組を評価し、
評価結果を公表する仕組み（評価制度）を、2025年度から導入！

併せて、計画期間の変更や様式の統廃合などの「運用面での見直し」により、

計画書制度にかかる事務手続きを効率化！

１．はじめに

事業者自身

金融・投資機関

研究機関

県民

③見える化

評価結果

事業者名 2025 2026 2027 …

●●株式会社 Ａ Ａ Ｓ …

▲▲株式会社 Ｂ Ａ Ｂ …

◆◆株式会社 ー ー Ｂ …

■■株式会社 ー Ｂ Ａ …

評価制度イメージ

など

①計画書・
報告書提出

（対象事業者）

②審査・評価・公表（県）
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計画期間

10

 「３～５年間の任意選択制」から、原則「３年間固定制」に変更

 現行の計画期間が2025～2026年度に終了する場合、最終年度の翌年度に
１～２年間の計画を提出し、2028年度から３年計画に移行

現行計画の最終年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度

2024年度

2025年度

2026年度

３年間

３年間

３年間

「３年間固定制」開始 「３年間固定制」完全移行

２年間

３年間

１年間

２．運用面の改正概要

「評価制度」開始



様式の統廃合／①概要
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 従来の「排出状況報告書」･「結果報告書」を、「実績報告書」に統廃合

 「計画書」と「実績報告書」の、電子ファイルを統合

 定性的な記載項目は必要最低限にとどめるなど、記載内容を簡素化

計画書

兼

実績報告書

■ CO2削減に向けた基本方針

□ CO2排出量削減目標（任意の数値を設定）

■ 目標達成のための具体的な施策 など

従来様式
（３ファイル）

□ 計画期間中のCO2排出量

■ 計画していた削減対策の実施状況 など

計画書

（計画初年度）

排出状況報告書

（計画期間中）

結果報告書

（計画終了後）

凡例 □ 定量的な記載内容 ■ 自由記載もしくは定性的な記載内容

計画書

実績
報告書

新様式
（１ファイル）

主な記載内容

２．運用面の改正概要



様式の統廃合／②新様式のイメージ（エネルギー使用量等の入力）

12

２．運用面の改正概要

前年度の
エネルギー使用量、
排出係数(メニュー)
等について入力

※計画書等の記載方法の詳細は、４月以降に改めてお知らせします



様式の統廃合／③新様式のイメージ（計画書・報告書 第１面）
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…

２．運用面の改正概要

① 初年度に計画期間中
の削減目標、対策等
について入力

② ２年度目以降、
前年度の実績に
ついて入力

※計画書等の記載方法の詳細は、
４月以降に改めてお知らせします



様式の統廃合／④新様式のイメージ（計画書・報告書第２面以降）
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…

２．運用面の改正概要

① 初年度に計画期間中
の削減目標、対策等
について入力

② ２年度目以降、
前年度の実績に
ついて入力

※計画書等の記載方法の詳細は、
４月以降に改めてお知らせします



その他／①原油換算エネルギー使用量の算定方法の見直し
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 原油換算エネルギー使用量の算定に当たって対象となるエネルギーは、

化石エネルギーに加え、非化石エネルギーも追加（省エネ法に準拠）

（出典：省エネルギー小委員会工場等判断基準WG 令和４年度第１回（令和4年6月8日）資料４ p13）

（出典：省エネ法の手引き 工場・事業場編ー令和５年度改訂版ー）

２．運用面の改正概要



その他／②エネルギー起源CO2排出量の算定方法の見直し

16

 エネルギー起源CO2排出量の算定に当たって、

自ら取得したクレジット等による削減分も考慮（温対法ＳＨＫ制度に準拠）

 新たな基礎排出量の取扱いにも準拠
（非エネルギー起源CO2・その他ガスは、県計画書制度では対象外）

新たな基礎排出量の算定方法（2025年度～）

（出典：温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会 第９回（令和6年6月18日）資料２ p10）

２．運用面の改正概要



2025 2026 20272024

その他／③一定規模未満となった際の運用の見直し
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 特定大規模事業者が、計画期間中に一定規模未満となった場合でも、

当該期間中は特定大規模事業者として見なす運用に変更（横浜・川崎市と同様）

※ただし、事業の廃止など、計画継続が困難な場合を除く。

※なお、最終年度に一定規模以上であった場合は、次期計画期間も特定大規模事業者となります。

２．運用面の改正概要

原油換算エネ
ルギー使用量
(自動車台数)
の実績

1,500kL/年
（100台/年）

計画期間中の取扱い（イメージ）

計画期間

【●：ケース１】（最終年度は一定規模以上）

・計画期間中：特定大規模事業者として毎年度、実績報告書を提出

・計画期間終了後：特定大規模事業者として次期計画書を提出

【▲：ケース２】（最終年度も一定規模未満）

・計画期間中：特定大規模事業者として毎年度、実績報告書を提出

・計画期間終了後：中小規模事業者に移行（次期計画書の提出義務無し）
※最終年度の翌年度まで実績報告書の提出は必要

年度



その他／④中小規模事業者の計画書提出期日の見直し
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中小規模事業者による計画書の任意提出を促すため、

中小規模事業者による計画書の提出期日を、

従前の「７月31日」から「９月30日」に延長

※ただし、計画書提出年度の翌年度以降に提出いただく実績報告書の提出期日は、
従前のとおり、「７月31日」のため御留意ください。

２．運用面の改正概要



その他／⑤経過措置
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２．運用面の改正概要

 改正前の計画書制度における計画書を提出済の事業者においては、

当該計画が終了するまでの間は、従前のとおり、とする

※ただし、①～③の規定は、2025年４月１日から全事業者に適用

No. 現行計画の
最終年度

2025年度提出 2026年度提出 2027年度提出 2028年度提出

1 （新規）
 計画書（新）  実績報告書（新）  実績報告書（新）  実績報告書（新）

 計画書（新）

2 2024年度
 結果報告書（旧）  実績報告書（新）  実績報告書（新）  実績報告書（新）

 計画書（新） 計画書（新）

3 2025年度
 排出状況報告書
（旧）

 結果報告書（旧）  実績報告書（新）  実績報告書（新）

 計画書（新） 計画書（新）

4 2026年度
 排出状況報告書
（旧）

 排出状況報告書
（旧）

 結果報告書（旧）  実績報告書（新）

 計画書（新） 計画書（新）

今後の提出書類 （新）：新制度様式、（旧）：旧制度様式



20

1. はじめに

計画書制度の概要

計画書制度の改正の背景

計画書制度の改正のポイント

2. 運用面の改正について

計画期間

様式の統廃合

その他

3. 評価制度の導入について

評価対象

評価軸・評価項目

評価周期・評価方法

評価結果の公表

4. 具体的な評価方法

温室効果ガス排出量の削減

省エネ

再エネ等

２０５０年までの中長期取組

総合評価の方法

5. 脱炭素化の支援策

評価結果と連動した支援

 2025年度の事業者支援策の概要

（参考資料）



評価対象
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対象事業者

■ 特定大規模事業者：全ての事業者

■ 中小規模事業者 ：希望者のみ
※中小規模事業者が評価を希望する場合は、計画書初年度に「評価依頼申出書」を提出

３．評価制度の概要

対象区域

■ 計画の対象区域
（＝原則、同等制度を運用する横浜市及び川崎市を除いた県域）

※横浜市及び川崎市を含む「全県」での計画策定・評価を希望する場合は、要事前相談



評価軸・評価項目／①概要
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３．評価制度の概要

・直近の排出量削減率 [基礎・調整後] ○ ○ ○ ○

・過去からの排出量削減率 [基礎・調整後] ○ ○ ー ー

・高い削減目標の設定 [基礎・調整後] ○ ○ ○ ○

・エネルギー消費原単位の改善率 ○ ○ ○ ○

・使用電力の再エネ電源比率 ○ ー ○ ー

・乗用自動車のＥＶ・ＦＣＶ導入割合
or バス・貨物自動車のＥＶ・ＦＣＶ導入状況

ー ○ ー ○

・2050年までの脱炭素化の表明 ○ ○ ○ ○

・2050年までの脱炭素化を前提とした中長期計画の策定等 ○ ○ ー※ ー※

・SBT等イニシアティブに関する取組 ○ ○ ー※ ー※

・サプライチェーン全体での削減の取組 ○ ○ ー※ ー※

排出量削減

省エネ

再エネ等

中長期取組１

（○：対象、－：対象外、※任意で記載は可能だが評価しない）

中長期取組２

評価項目

特定大規模事業者

産業・業務
(１・２号)

運輸
(３号)

中小規模事業者

工場等 自動車
評価軸

１

２

県温対計画の中期・長期目標に連動した、評価軸・項目を設定（中小は項目を限定）

部門別（産業・業務・運輸）の評価基準を設定し、各評価項目について絶対評価



評価軸・評価項目／②部門の割振り
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３．評価制度の概要

原則：県温対計画の部門割振りに準拠し、事業者の主たる業種で割振り

例外：エネルギー転換部門（電気・ガス・熱供給業）は、産業部門に割振り
（※ 対象事業者の排出量が全体に占める割合が著しく低いことや、エネルギー消費設備の類似性を考慮）

部 門 説 明

産業部門 製造業、建設業・鉱業、農林水産業における
工場・事業場のエネルギー消費に伴う排出

業務その他
部門

事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、
他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー
消費に伴う排出

エネルギー
転換部門

発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等に
おける自家消費分及び送配電ロス等に伴う排出
※発電所の発電・熱供給事業所の熱生成のための燃料消費に伴
う排出は除く。

運輸部門 自動車（貨物・旅客）、鉄道、船舶、航空機に
おけるエネルギー消費に伴う排出

県温対計画における部門割振り

区 分 日本標準産業分類(大分類) 部 門

１・２号
(工場等)

Ａ 農業,林業～Ｅ 製造業 産業部門 ※

Ｆ 水道業、
Ｇ 情報通信業
～Ｔ 分類不能の産業

業務部門 ※

Ｆ 電気・ガス・熱供給業 産業部門 ※

３号
(自動車)

運輸部門

計画書制度における部門割振り

※エネルギー使用実態による、産業⇒業務、業務⇒産業への変更は、応相談



評価周期・評価方法

24

 各事業者が脱炭素化の取組状況について毎年度評価し、フィードバック

 最終的に１事業者１評価となる「総合評価方式」を採用

 総合評価に当たっては、県温対計画の中期目標の目標達成に向けて、

排出量削減の「結果」を重視しつつ、「プロセス」も一定程度評価

３．評価制度の概要

Ｐ 計画策定

Ｄ 対策実行

フィードバック

Ｃ 評価・分析

Ａ 改善



評価結果の公表

25

県地球温暖化対策計画書審査会から「意見聴取」した上で、評価結果を確定

 年度末を目途に、原則、全ての評価結果を県ホームページで公表（2026年度～）

※ただし、当面、低評価結果は、２回連続までは非公表（罰則・不利益処分に非該当）

公表前に評価結果を通知し、それに対する意見を述べることが可能
※意見提出があった場合、県において再確認しますが、評価結果が変更になるとは限りません。

３．評価制度の概要

４～７月 ８月～翌年１月頃 翌年２月頃 翌年３月頃

各事業者

神奈川県

神奈川県地球温暖化
対策計画書審査会

実績報告書
の提出

提出書類
の審査

評価案の
作成

評価案の
確認

評価結果
の確定

評価結果
の通知

意見を
述べる機会

意見の
確認

評価結果
の公表

意見有り
の場合

意見無し
の場合
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1. はじめに

計画書制度の概要

計画書制度の改正の背景

計画書制度の改正のポイント

2. 運用面の改正について

計画期間

様式の統廃合

その他

3. 評価制度の導入について

評価対象

評価軸・評価項目

評価周期・評価方法

評価結果の公表

4. 具体的な評価方法

温室効果ガス排出量の削減

省エネ

再エネ等

２０５０年までの中長期取組

総合評価の方法

5. 脱炭素化の支援策

評価結果と連動した支援

 2025年度の事業者支援策の概要

（参考資料）



温室効果ガス排出量の削減／①評価項目の概要
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「直近の削減実績」と「過去からの削減実績」の両面から評価
※基礎排出量と調整後排出量のそれぞれについて評価

 さらに、計画時に「高い削減目標」を設定した場合、実績の評価時に加点

４．具体的な評価方法

想定される主な削減パターン

20302013

パターン１

パターン２

パターン３

計画期間

年度

排出量

100

50
(▲50％)

短期 長期

◎ △

○ ○

△ ◎

パターン１

パターン２

パターン３

様々な削減パターン
に配慮が必要

排出量削減の評価項目のイメージ

20302013 年度

計画期間

高い削減目標の設定
（加点要素、一律）

直近の削減
（一律）

過去からの削減
（変動）

排出量



温室効果ガス排出量の削減／②直近の排出量削減率
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 部門別の１年度当たりの望ましい削減率を評価基準として設定

 実績値は、評価対象年度を含む直近３年度分の対前年度削減率の幾何平均

※短期的な社会・経済状況等の急激な変化による影響の緩和のため

 評価基準への到達度に応じ、０～５点の範囲で採点（10点満点）
※基礎排出量・調整後排出量それぞれの削減率について同一の評価基準により採点して合算

評価項目 産業部門 業務部門 運輸部門

直近の排出量削減率 4.8％ 6.7％ 1.2％

<採点方法>
部門別の評価基準への到達度に応じて配点

評価基準の 100％以上：５点、75％以上100％未満：４点、50％以上75％未満：３点、

25％以上50％未満：２点、0％を超え25％未満：１点、０％以下：０点

４．具体的な評価方法



温室効果ガス排出量の削減／③過去からの排出量削減率

29

４．具体的な評価方法

 直近の排出量削減率を基に長期的な望ましい削減率を評価基準として設定

 実績値は、評価対象年度における2013年度比の削減率
※2013年度排出量が不明な場合など、2013年度以外の適切な比較年度の設定も可（要事前相談）

 採点方法は、直近の排出量削減率に同じ

産業部門
（年率 ▲４．８％）

業務部門
（年率 ▲６．７％）

運輸部門
（年率 ▲１．２％）

評価対象
年度 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030

比
較
年
度

2013 44.6
%

47.3
%

49.8
%

52.2
%

54.5
%

56.7
%

56.5
%

59.5
%

62.2
%

64.7
%

67.1
%

69.3
%

13.5
%

14.6
%

15.6
%

16.6
%

17.6
%

18.6
%

2014 41.8
%

44.6
%

47.3
%

49.8
%

52.2
%

54.5
%

53.4
%

56.5
%

59.5
%

62.2
%

64.7
%

67.1
%

12.5
%

13.5
%

14.6
%

15.6
%

16.6
%

17.6
%

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

評価基準の設定イメージ



温室効果ガス排出量の削減／④高い削減目標の設定

30

計画期間
産業部門

（年率 ▲４．８％）
業務部門

（年率 ▲６．７％）
運輸部門

（年率 ▲１．２％）

３年間（通常） 13.7％ 18.8％ 3.6％

２年間（途中参入等） 9.4％ 13.0％ 2.4％

１年間（途中参入等） 4.8％ 6.7％ 1.2%

<採点方法>
部門別の評価基準以上の目標設定の有無に応じて配点（有り：１点、無し：０点）

４．具体的な評価方法

 直近の排出量削減率を基に計画期間中の望ましい削減率を評価基準として設定

※計画期間に応じて基準値が変動

 計画時に、評価基準以上の削減目標を設定した場合、毎年度加点（２点満点）
※基礎排出量・調整後排出量それぞれの削減率について同一の評価基準により採点して合算



省エネ

31

 省エネ対策の実施状況として、エネルギー消費効率の改善状況について評価

 基準値（全部門一律）の、達成の有無により評価

項目名 具体的な内容 対象

エネルギー消費原単位の改善率
報告対象年度におけるエネルギー消費原単位の

対前年度改善率（％）が１％以上
全部門

４．具体的な評価方法

（出典：省エネ法の手引き 工場・事業場編ー令和５年度改訂版ー）



再エネ等／①評価項目の概要
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 再エネの実施状況として、再生可能エネルギー由来電力等の導入状況や、

電気自動車（EV）・燃料電池自動車（FCV）の導入割合などについて評価

項目名 具体的な内容 対象

使用電力の再エネ電源比率

工場等における使用電力量の合計量（kWh）に占める
次の再エネ由来の電力量等（kWh）の割合（％）
ａ 自家消費型再エネ発電設備等で発電し、自家消費した電力量
ｂ 電気事業者から購入した再生可能エネルギー由来の電力等の電力量
ｃ 自ら取得したグリーン電力証書、ＦＩＴ非化石証書、非ＦＩＴ非化石

証書（再エネ指定あり）及び Ｊ－クレジット（再エネ発電由来）に
係る電力量

産業部門
業務部門

乗用自動車における
ＥＶ・ＦＣＶの導入割合

又は

バス・貨物自動車における
ＥＶ・ＦＣＶの導入状況

【乗用自動車】
報告対象年度における対象自動車の台数のうち、
電気自動車及び燃料電池自動車の台数の割合（％）

【バス・貨物自動車】
報告対象年度における対象自動車の台数のうち、
電気自動車及び燃料電池自動車の台数（台）

運輸部門

４．具体的な評価方法



再エネ等／②評価基準・評価方法

33

年度別基準値の、達成の有無により評価

項目名
2025
年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029
年度

2030
年度

対象

使用電力の再エネ電源比率
28％
以上

30％
以上

32％
以上

34％
以上

36％
以上

38％
以上

産業部門
業務部門

乗用自動車における
ＥＶ・ＦＣＶの導入割合

6％
以上

8％
以上

10％
以上

12％
以上

14％
以上

16％
以上

運輸部門

バス・貨物自動車における
ＥＶ・ＦＣＶの導入状況

1台以上 運輸部門

４．具体的な評価方法



２０５０年までの中長期取組／①評価項目・評価基準等

34

 県温対計画の長期目標（2050年脱炭素社会の実現）の達成に寄与する

中長期的な取組について、その取組の有無により評価（全部門一律）

項目名 具体的な内容 対象

2050年までの脱炭素化の表明
2050年までに自らの事業活動を脱炭素化することを
ホームページ等により対外的に表明していること

全部門

2050年までの脱炭素化を前提とした
中長期計画の策定等

2050年までの脱炭素化に向けた具体的な対策を記載した
中長期的な計画を策定・公表していること

SBT等イニシアティブに関する取組

次のいずれかの取組を実施していること
・SBT認定の取得
・TCFD提言への賛同
・RE100への参加
・再エネ100宣言 RE Actionへの参加

サプライチェーン全体での削減の取組
計画書提出事業者に関するサプライチェーン排出量の
算定、開示、削減目標の設定等を実施していること

４．具体的な評価方法



２０５０年までの中長期取組／②グループ単位での取組評価

35

４．具体的な評価方法

関係会社（グループ）

 事業者単位での取組の評価に加え、グループ単位での取組※も評価

※ただし、計画書提出事業者が当該取組の範囲に含まれる場合に限る。

評価されるケース（例）

関係会社（グループ）

親会社Ｘ
（ＨＤ等）

子会社Ａ

子会社C
（孫会社）

関連会社D

●●グループ全体で
2050年までの
脱炭素化を目指す！

子会社Ｂ

評価されないケース（例）

取組の範囲（グループ）に計画書提出事業者
が含まれる場合は、評価対象

親会社Ｘ
（ＨＤ等）

子会社Ａ

子会社C
（孫会社）

関連会社D

自社のみで
2050年までの
脱炭素化を目指す！

子会社Ｂ

取組の範囲（グループ）に計画書提出事業者
が含まれない場合は、評価対象外



総合評価の方法／①特定大規模事業者

36

「温室効果ガス排出量の削減」の実績等に応じて３区分にクラス分け後、

その他評価項目の達成状況に応じて、最終的に５段階（Ｓ～Ｄ）で判定

ＳＴＥＰ１
排出量削減の結果の評価

ＳＴＥＰ２
排出量削減のプロセスの評価

【ClassⅠ】
排出量の削減が
顕著な事業者

（合計14点以上）

【ClassⅡ】
排出量の削減が
進んでいる事業者

（合計３点～13点）

【ClassⅢ】
排出量の削減が
進んでいない事業者

（合計２点以下）

「排出量削減」以外の項目の
基準達成状況を判定

①省エネ
…エネルギー消費原単位の改善率（全部門）

②再エネ等
…使用電力の再エネ電源比率（産業・業務部門）
…・乗用自動車のEV・FCV導入割合
・バス・貨物自動車のEV・FCV導入状況
のいずれか（運輸部門）

③中長期取組１
…2050年までの脱炭素化の表明（全部門）

④中長期取組２
…・2050年までの脱炭素化を前提とした

中長期計画の策定等
・SBT等イニシアティブに関する取組
・サプライチェーン全体での削減の取組
のいずれか（全部門）

Ｓ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｂ

①～④で

基準達成

県HPで公表
(毎年度)

３年連続該当
すると県HP
で公表

最終評価すべてyes

すべてyes

すべてno

すべてyes

①～④で

基準達成

①～④で

基準達成

４．具体的な評価方法

「排出量削減」の
基準達成状況を判定

①直近の排出量削減率
（10点満点）

基 礎：０～５点
調整後：０～５点

②過去からの排出量
削減率（10点満点）

基 礎：０～５点
調整後：０～５点

③高い削減目標の設定
（２点満点）

基 礎：０or１点
調整後：０or１点

（合計２２点満点）



総合評価の方法／②中小規模事業者

37

評価項目を限定し、簡易評価（希望者のみ、a～cの３段階で判定）
※短期的に排出量削減が進まなかった場合でも、削減に向けた取組の実施状況によって、

より上位の評価を得ることも可能

４．具体的な評価方法

ＳＴＥＰ１
排出量削減の結果の評価

ＳＴＥＰ２
排出量削減のプロセスの評価

【ClassⅠ】
排出量の削減が
顕著な事業者

（合計７点以上）

【ClassⅡ】
排出量の削減が
進んでいる事業者

（合計３点～６点）

【ClassⅢ】
排出量の削減が
進んでいない事業者

（合計２点以下）

c

a

b

県HPで公表
(毎年度)

①～③で
基準達成

①～③で
基準達成

すべてyes

すべてyes

最終評価「排出量削減」以外の項目の
基準達成状況を判定

①省エネ
…エネルギー消費原単位の改善率（全部門）

②再エネ等
…使用電力の再エネ電源比率

（産業・業務部門）
…・乗用自動車のEV・FCV導入割合
・バス・貨物自動車のEV・FCV導入状況
のいずれか（運輸部門）

③中長期取組
… 2050年までの脱炭素化の表明（全部門）
※脱炭素チャレンジャー含む

３年連続該当
すると県HP
で公表

「排出量削減」の
基準達成状況を判定

①直近の排出量削減率
（10点満点）

基 礎：０～５点
調整後：０～５点

②高い削減目標の設定
（２点満点）

基 礎：０or１点
調整後：０or１点

（合計１２点満点）
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評価結果と連動した支援

39

 高評価者のＰＲ、低評価者への指導助言等、評価結果に応じた支援を予定

（2026年度～。具体化したものから順次お知らせ）

５．脱炭素化の支援策

高評価事業者

平均的な事業者

低評価事業者

＜インセンティブの付与＞
 表彰（かながわ脱炭素大賞）
 県ＨＰでの周知（評価結果、インタビュー記事等） など

＜評価向上に向けた課題別支援＞
 課題別セミナーの開催
 課題別支援情報のメール配信 など

＜ボトムアップに向けた指導・支援の提供＞
 事業所への立入調査による指導・助言の徹底

（事業者の現状に沿った削減対策の提案） など

支援策の具体例



2025年度の事業者支援策／①脱炭素支援パッケージの概要

40

５．脱炭素化の支援策

ＳＴＥＰ１／知る ＳＴＥＰ２／測る ＳＴＥＰ３／減らす
・情報の収集      ・ＣＯ₂排出量の算定 ・削減計画の策定

・方針の検討      ・削減ターゲットの特定 ・削減対策の実行

計画策定 再エネ切替太陽光導入 融資

省エネ対策

ＥＶ等導入

①カーボンニュートラル

ワンストップ相談窓口

ＫＩＰの脱炭素に係る相

談窓口を強化し、新たに

県の脱炭素支援パッケー

ジに参加する事業者の伴

走支援を実施

②CO2排出量管理システ

ム導入への支援

CO2排出量管理システム

を導入する企業を支援

③省エネルギー診断への

支援

省エネルギー診断を行う

企業を支援

④かながわ脱炭素チャレ

ンジ中小企業認証制度

意欲のある企業を認証し

てインセンティブを付与

⑧自家消費型再生可能エ

ネルギー導入費補助金

太陽光発電設備等の導入

に対して補助

⑦事業所用太陽光発電の

共同購入

希望者を募りｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄで

太陽光発電設備の価格を

低減

⑩かながわ再エネ電力利

用応援プロジェクト

企業による再エネ電力の

利用を促進

⑪中小企業制度融資

脱炭素促進融資等により、

脱炭素に取り組む企業の

資金繰りを支援

⑫エコアセットかながわ

動産や知的財産権の資産

評価費用を一部補助

⑥太陽光発電設備導入

提案

事業所に訪問して太陽光

発電設備の導入を提案

⑬～⑰ＥＶ・ＦＣＶの普及促進

・ＥＶ（バス、タクシー、トラック及びレンタカー）の導入や
充電設備の整備に対して補助

・ＦＣＶ（乗用、トラック）の導入や水素ステーションの
整備・運営等に対して補助

⑨首都圏再エネ共同購入

プロジェクト

希望者を募りｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄで

再エネ電力の価格を低減

⑤省エネルギー設備導入

費補助金

省エネルギー設備の導入

に対して補助

事業者の取組状況を３つのステップに区分し、ステップに応じた支援を実施

マークの事業は、大企業も対象！ ※令和７年度当初予算（案）が、県議会で
議決された場合に事業化されます。



2025年度の事業者支援策／②大企業等への支援の拡充
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５．脱炭素化の支援策

No. 主な支援策 支援の概要 2024年度からの主な改善点

⑥ 太陽光発電設備
導入提案

専門家が事業所を訪問し、太陽光
発電の導入提案書を無料で作成

支援対象者を「中小企業のみ」から

すべての事業者に拡大

⑦ 事業所用太陽光
発電の共同購入

太陽光発電の価格低減を図り、
事業者の再エネ導入を支援

募集期間を通年化 ※2024年11月１日～

⑧ 自家消費型再生
可能エネルギー
導入費補助金

太陽光発電等の導入に係る経費の
一部を補助

• 補助額を拡充
発電設備 ６万円/kW ⇒ ８万円／kW

蓄電システム 15万円/台 ⇒ ５万円／kWh ※上限500万円

• 上限額を拡充（1,000万円 ⇒ 3,000万円）

⑬ 事業用等ＥＶ
導入費補助金

事業用等ＥＶ車両の導入に係る
経費の一部を補助

補助対象者に自家用ＥＶトラックを導入する法人等
を追加

⑯ ＦＣＶ導入費等
補助金

乗用ＦＣＶ・ＦＣＦＬ※・商用ＦＣ
Ｖの導入等に係る経費の一部を補助
※燃料電池フォークリフト

補助メニューに商用ＦＣＶの導入及びランニング
コストに係る補助を新設

 脱炭素支援パッケージにおいて、大企業等を対象とする支援を拡充
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1. はじめに

計画書制度の概要

計画書制度の改正の背景

計画書制度の改正のポイント

2. 運用面の改正について

計画期間

様式の統廃合

その他

3. 評価制度の導入について

評価対象

評価軸・評価項目

評価周期・評価方法

評価結果の公表

4. 具体的な評価方法

温室効果ガス排出量の削減

省エネ

再エネ等

２０５０年までの中長期取組

総合評価の方法

5. 脱炭素化の支援策

評価結果と連動した支援

 2025年度の事業者支援策の概要

（参考資料）



【STEP１】①カーボンニュートラルワンストップ相談窓口

対象者

事業者（企業規模は問いません）

事業内容

脱炭素へのお悩み、まずは相談窓口にご相談ください！

受付期間

通年

・相談窓口
ＫＩＰ（（公財）神奈川産業振興センター）に窓口を設置
相談方法は、窓口・電話・メール・オンライン・訪問など

・企業訪問
企業を訪問して、相談や支援ニーズを引き出し助言

・伴走支援
県の脱炭素支援パッケージを利用する事業者に対し
次の支援策につなげるフォローアップを行う

中小企業診断士が
様々なお悩みにお答えします！

 何から始めればいいの？

 ＣＯ₂排出量を測定したい！

 太陽光を導入したい！

（Ｒ７新規）
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【STEP２】②ＣＯ₂排出量管理システム導入への支援

①CO2排出量の見える化支援
・CO2排出量管理システムの導入支援
・脱炭素に関する目標設定や取組のアドバイス
※これまでにCO2排出量管理システムを利用したことが無い事業者が対象

②WEBセミナー（参加費無料！）
中小企業向け脱炭素経営に関するセミナーを開催

対象者

事業内容

中小企業等

自社の電気使用量などを入力

CO2排出量管理システムにより
CO2排出量を自動算定・グラフ化

脱炭素経営への第一歩！

かながわＣＯ２見える化トライアル！
～自社が排出しているCO2の「見える化」を支援し、脱炭素経営の後押しをします！～

募集期間

令和７年５月～令和７年11月（予定）

ＣＯ２排出量管理システムを

R8.2月末まで 無料 で提供！

※予定募集数に達し次第終了
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中小企業等

提案事例

省エネの専門家が事業所を訪問し、省エネ対策をご提案します！

無料でできる！

運用対策

 空調設定温度の緩和

 冷却水出口温度の季節調整

 空調室外機のフィン清掃

 コンプレッサー吐出圧低減

など

効果が高い！

設備更新対策

 照明のＬＥＤ化

 高効率空調設備への更新

 高効率変圧器への更新

 コンプレッサーの

インバータ化
など

費 用

無料！

診断件数

令和７年４月下旬～
令和７年12月（予定）

募集期間

150件程度

【STEP２】③省エネルギー診断への支援

対象者

「⑤省エネルギー設備導入費補助金」一部申請書類の作成補助が可能！

令和６年度より

５０件増加！
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【STEP３】④かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度

中小企業等

「2050年までの脱炭素化」を宣言

 脱炭素化に向けた削減計画を提出

主な要件

脱炭素に向けた意欲ある中小企業を県が認証します！

認証のメリット

取組ＰＲ

資金支援

入札加点

 県ＨＰ、セミナー等で紹介

 公式認証マーク等の提供

 入札参加資格認定時の加点

など（順次追加予定）

対象者

募集開始

 県補助金の上乗せ (⑤省エネ補助金・⑧再エネ補助金)

 融資を受ける際の費用補助(⑫エコアセットかながわ)

 企業誘致施策の認定要件(脱炭素関連)として評価
(セレクト神奈川NEXT)

①ＣＮ相談窓口で計画策定を支援！

※事業活動温暖化対策計画書制度における計画書
（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f6674/）

令和７年５月～令和７年９月末(予定)

認証マーク 認証書
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中小企業等

・空気調和設備 ・ LED照明設備 ・ ボイラー
・給湯設備 ・ コンプレッサー ・ 変圧器
・ＥＭＳ ・ ガスコージェネレーションシステム
・省エネ診断で更新が提案された設備

１／３（上限：500万円）

さらに！「かながわ再エネ電力利用認定事業者」又は

「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業」は上限600万円！

【STEP３】⑤省エネルギー設備導入費補助金

省エネ設備導入（更新）に係る費用の一部を補助します！

対象者

対象設備

補助率

省エネ設備導入（更新）に係る経費の一部を補助します！

募集期間

令和７年６月～令和７年11月（予定）

国・市町村補助

併用可能

予算額

３億7,500万円

補助対象経費

設計費、設備費、工事費
※ 撤去費・処分費などは対象外

主な要件

補助事業の実施により削減されるＣＯ２排出量が
年間３トン以上であること など

・CO2もコストも削減！
・脱炭素経営の実践
により企業価値向上！
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【STEP３】⑥太陽光発電設備導入提案

太陽光発電、蓄電池

専門家が事業所を訪問し、太陽光発電設備の導入提案書を無料で作成します！

対象者

対象設備

提案内容

提案件数

100件

導入設備提案
設置場所、設置容量

設置割付図

削減分析

見積書作成

支援事業紹介
国、県、市町村支援事業

発電量、CO₂削減量

投資回収年数、電力料金削減予想

参考見積書

など

募集期間

令和７年４月下旬～
令和７年12月末（予定）

太陽光発電の導入に関心
のある事業者（大企業も対象）
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・太陽光発電の導入希望者を広く募ることで、
スケールメリットにより、価格の低減を図る事業

・適格性を審査した上で設置事業者を決定するため、
安心して太陽光発電を設置可能

・複数の設置事業者からの見積の比較が可能

県内に太陽光発電（10kW以上）の導入を希望する
事業者（大企業も対象）

【STEP３】⑦事業所用太陽光発電の共同購入

太陽光発電の価格低減を図り、事業者の再エネ導入を支援します！

対象者

事業内容

募集期間

通年で募集受付中！

 自己所有（買取）での設置に加えて、PPAやリースも選択可

無料参加登録

提案比較表の提示

本申込み

現地調査・詳細見積

契約締結・設置

最大３者の見積を
比較することが可能！
相見積の手間を削減！

市町村や
県の補助金の活用

でさらに費用を低減！

ここまで無料で参加可能
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【STEP３】⑧自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金

対象者

・法人（大企業も対象）

・青色申告をしている個人事業者

対象設備

① 自家消費型再生可能エネルギー発電設備
※ 太陽光（10kW以上）、風力、水力、地熱、バイオマス

② 蓄電システム
※ ①と併せて導入する場合に限る

太陽光発電等の導入に係る経費の一部を補助します！

募集期間

令和７年４月～令和８年２月（予定）

予算額

９億9,300万円

Ｒ６ Ｒ７

再エネ ６万円/kW ☞ ８万円/kW

大企業
補助上限 1,000万円 ☞ 3,000万円

蓄電システム 15万円/台 ☞ ５万円/kWh
※ 上限500万円

Ｒ７は支援を大幅に拡充！

さらに！「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業」は再エネ１kW当たり10万円！

補助額

国・市町村補助

併用可能

⑥太陽光発電設備導入提案
⑦事業所用太陽光発電の共同購入

どちらも併用できます！
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・再エネ電力の導入や非化石証書の購入希
望者を広く募り共同購入を行う事業
→価格の低減を図る

・見積もり価格を見てから離脱が可能
→安心して再エネ導入

首都圏内の事業者（大企業も対象）

【STEP３】⑨首都圏再エネ共同購入プロジェクト

共同購入を行い価格低減を図り、事業者の再エネ電力の導入を支援します！

対象者

事業内容

募集期間

令和７年２月３日～令和７年３月31日

※令和７年10月に電力切替を実施する予定の事業者

⑩応援プロジェクトへの申請も可能
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【STEP３】⑩かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト

小売電気事業の登録を受けている事業者

対象者

参加事業者

①小売電気事業者の再エネプラン公表

29社 (2025年1月7日現在)

メリット

 自社の再エネプランPR

 新規顧客獲得等

県内に事業所等を有する事業者（大企業も対象）

対象者

参加事業者

②再エネ電力利用事業者認証制度

175者 (2025年1月7日現在)

 脱炭素社会の実現に貢献

 県補助金の上限UP等

メリット

再エネ電力への切替えを行った事業者を認定、公表します！

募集期間

通年

募集期間

通年
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【STEP３】⑪神奈川県中小企業制度融資

融資メニュー 融資対象

脱炭素（カーボン
ニュートラル）促進融資

県の認定を受けて、
ア 低公害車の購入、公害防除施設等若しくは環境負荷低減のための施設等の設置、

改善等又は公害防止のための工場等の移転を行う中小企業者等
イ 産業廃棄物処理施設の整備を行う中小企業者等

ソーラー発電等促進
融資

ウ 再生可能エネルギー発電設備若しくはそれと同時に省エネ設備等を設置、
又は蓄電池を導入する中小企業者等

地球温暖化対策
省エネ設備等導入融資

エ 県の認定を受けて、CO2の削減のために設備導入等を行う中小企業者等

電気自動車等・
充電設備導入融資

オ 電気自動車、燃料電池自動車及び電気自動車の充電設備等を導入する中小企業者等

神奈川県中小企業制度融資とは、中小企業者の皆さまが、神奈川県信用保証協会の保証（要保証料）を付けた上で金融機関から融資を受
けることができる制度です。県の保証料補助に加え、県信用保証協会による保証料割引など、脱炭素に取り組む中小企業者の皆さまを金
融面から重点的に支援しています。融資の詳細、その他の融資メニューについては、HPをご覧いただくか下記金融相談窓口までお問い
合せください（なお、融資のお申込みは県制度融資取扱金融機関にて受け付けています）。

問合せ先：産業労働局中小企業部金融課融資グループ ☎045-210-5695（金融相談窓口）
ＵＲＬ：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/datsutanso_yusi.html

脱炭素に取り組む中小企業者の皆さまの資金調達を脱炭素促進融資で支援します！
通年受け付けて

います！
補助金と併せて利用できますので、ぜひご活用ください。
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【STEP３】⑫エコアセットかながわ

金融機関から融資を受ける際の動産や知的財産権の資産評価費用の一部を補助します！

対象者

次のいずれかに該当する中小企業者等
・脱炭素関連の認証を取得していること（融資の資金使途に制限なし）

・融資の資金使途が脱炭素に関するものであること（脱炭素関連の認証は不要）

対象経費

・動産や知的財産権の資産評価費用

補助額

・中小企業者は資産評価費用の１／２
・小規模企業者は資産評価費用の２／３
（上限40万円）

募集期間

令和７年４月１日～令和８年２月28日

問合せ先：産業労働局中小企業部金融課融資グループ ☎045-210-5695（金融相談窓口）
ＵＲＬ：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/ecoassetkanagawa.html
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【STEP３】⑬事業用等ＥＶ導入費補助金

対象者

県内で事業用等ＥＶを導入する法人等

対象経費

事業用等ＥＶ車両の導入に係る経費の一部を補助します！

募集期間

令和７年４月～令和７年12月（予定）

予算額

６億2,600万円

補助対象車両・補助額

国・市町村補助

併用可能

事業用等ＥＶの導入に係る経費等

・ＥＶバス ：補助率１／３（上限：1,500万円）

・ＥＶタクシー ：補助率１／３（上限：100万円）

・ＥＶトラック ：補助率１／４（上限：500万円）

・ＥＶ軽トラック ：定額 20万円

・ＥＶレンタカー ：補助率１／３（上限：100万円）

新たに自家用のＥＶトラックを導入する
法人等を対象者に追加 ※Ｒ７拡充！
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【STEP３】⑭ＥＶ急速充電設備整備費補助金

対象者

対象経費

ＥＶ急速充電設備の整備に係る設備費及び設置工事費

補助額

ＥＶ急速充電設備を整備する経費の一部を補助します！

新規：補助率１／３（上限：200万円）

入替：補助率１／３（上限：100万円）

募集期間
開始

県内に公共用等※のＥＶ急速充電設備を整備する法人等
※ 公共用のほか、県内のバス・タクシーの事業所用

１億4,000万円

令和７年４月～令和７年12月（予定）

予算額整備する場所
県内の商業施設、宿泊施設、給油所、
道の駅、事業所、工場、マンション、

公共施設、バス・タクシーの事業所 など

国・市町村補助

併用可能

56



【STEP３】⑮ＥＶ普通充電設備整備費補助金

対象者

対象経費

ＥＶ普通充電設備の整備に係る設備費及び設置工事費

補助額

ＥＶ普通充電設備を整備する経費の一部を補助します！

・普通充電設備・充電用コンセントスタンド

定額：15万円

・充電用コンセント

補助率１／３（上限：10万円）

募集期間
開始

県内の共同住宅、事業所、宿泊施設等※に
ＥＶ普通充電設備を整備する法人等
※詳細は検討中

3,000万円

令和７年４月～令和７年12月（予定）

予算額
整備する場所 ※Ｒ７拡充！

県内の共同住宅（マンション、賃貸アパート等）、
タクシー・レンタカー等の事業所、宿泊施設、

観光施設 など ※詳細は検討中

国・市町村補助

併用可能

57



【STEP３】⑯ＦＣＶ導入費等補助金（その１）

乗用ＦＣＶ（燃料電池自動車）、ＦＣＦＬ（燃料電池フォークリフト）の
導入及び商用ＦＣＶの導入とランニングコストに係る経費の一部を補助します！

募集期間
開始令和７年４月～令和７年12月（予定）

国・市町村補助

併用可能

県内でＦＣＶを導入する個人・法人等

対象者

対象経費

乗用ＦＣＶ（燃料電池自動車）

乗用ＦＣＶの車両本体の購入に係る経費

補助額

定額：100万円

県内に有する事業所でＦＣＦＬを導入する法人等

対象者

対象経費

ＦＣＦＬ（燃料電池フォークリフト）

補助額

補助率１／２（上限：500万円）

環境省補助金の補助対象経費から一般的な
エンジン式車両の導入経費を差し引いた額

自動車税種別割の減免
神奈川県乗用FCV導入費補助金の交付の決定を受けた燃料電池自動車
（補助金の申請者が所有するものに限ります）については、
最大５年度分、自動車税種別割の減免を受けることができます。
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【STEP３】⑯ＦＣＶ導入費等補助金（その２）

乗用ＦＣＶ（燃料電池自動車）、ＦＣＦＬ（燃料電池フォークリフト）の
導入及び商用ＦＣＶの導入とランニングコストに係る経費の一部を補助します！

募集期間
開始令和７年４月～令和７年12月（予定）

国・市町村補助

併用可能

県内でＦＣトラックを導入する法人等

対象者

対象経費

商用ＦＣＶの導入

同等のディーゼル車の車両価格との差額

補助額

対象経費の１／４（上限：850万円）

県内でＦＣトラックを導入する法人等

対象者

対象経費

商用ＦＣＶのランニングコスト

補助額

対象経費の１／４（上限：105万円）

同等のディーゼル車の燃料費等との差額

※詳細は検討中※詳細は検討中

※Ｒ７新規！ ※Ｒ７新規！
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【STEP３】⑰水素ステーション整備費等補助金（その１）

対象者 対象経費

水素供給設備の導入に要する設備機器費、設計費、
設備工事費、工事負担金、経費・管理費等

補助額

水素ステーションの整備等に係る経費の一部を補助します！

補助対象経費に５分の４を乗じた額から経済産業省補助金交付額を差し引いた額
（上限：3,500万円）
※ ただし、定置式水素ステーションが設置されていない市町村に新たに整備する場合又は

大型ＦＣ車両への充填が可能な水素ステーションを整備する場合は、上限 4,200万円

募集期間

県内に定置式水素ステー
ションを整備する法人等

令和７年４月～令和７年６月（予定）

国・市町村補助

併用可能

水素ステーションの整備
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【STEP３】⑰水素ステーション整備費等補助金（その２）

対象者

補助額

水素ステーションの整備等に係る経費の一部を補助します！

補助対象経費から経済産業省補助金等を差し引いた額

・新規 ： 上限2,000万円

・既存 ： 上限1,000万円

県内で商用ＦＣＶ対応水素ステーションを運営する法人等

国・市町村補助

併用可能

※「対象経費」及び「募集期間」等の詳細は検討中です

※Ｒ７新規！水素ステーションの運営
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